
 

単品スライド条項運用基準 
 
 
名張市工事請負契約約款（以下「契約約款」という。）第 25条第５項の規定（以下「単品

スライド条項」という。）について、 下記のとおり運用基準を定める。 
 

記 
 
1. 主要な工事材料 
（１）単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」は、別表に掲げる対象品目とする。 
（２）「主要な工事材料」であって、各品目ごとに次式により算定した当該工事に係る変動額

が契約代金額の 100分の１に相当する金額を超えるものとする。 
 変動額 ＝ Ｍ   － Ｍ    
 Ｍ   ＝｛ｐ１×Ｄ1＋ｐ２×Ｄ２＋・・・＋ｐｍ×Ｄｍ｝×ｋ×105／100 
 Ｍ   ＝｛ｐ’１×Ｄ1＋ｐ’２×Ｄ２＋・・・＋ｐ’ｍ×Ｄｍ｝×ｋ×105／100  
Ｍ  ： 価格変動後の（１）の工事材料の金額 
Ｍ  ： 価格変動前の（１）の工事材料の金額 

 ｐ  ：設計時点における（１）の工事材料に該当する各材料の単価 
 ｐ’   ：３．の規定に基づき算定した価格変動後における（１）の工事材料に該当す 

  る各材料の単価   
 Ｄ  ：４．の規定に基づき（１）の工事材料に該当する各材料について算定した対  

象数量 
 ｋ  ：落札率 

（３） 契約代金の部分払をした工事における（２）に規定する「契約代金額」は、契約代金
額から当該部分払の対象となった出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しく

は製造工場等にある工場製品 (以下「出来形部分等」という。) に相応する契約代金相
当額を控除した額とする。ただし、別に定める様式により６．の規定に基づき、甲又は

乙は当該部分払の対象となった出来形部分等を単品スライド条項の適用対象とすること

ができる旨を通知した場合は、契約代金額から部分払の対象となった出来形部分等に相

応する契約代金相当額を控除しない額とする。 
 
２．スライド額の算定 
（１）契約代金の変更額（以下「スライド額」という。）の算定は、１．の規定により当該工

事の主要な工事材料とされた各材料（以下「対象材料」という。）の単価等に基づき、次

式により行う。 
 Ｓ  ＝ Ｓ’ ×１０５／１００ 
 Ｓ’ ＝ Σ（ Ｍ   － Ｍ  ）－Ｐ×１／１００×１００／１０５ 
 Ｍ   ＝｛ｐ１×Ｄ１+ｐ２×Ｄ２+・・・+ｐｍ×Ｄｍ｝×ｋ 
 Ｍ   ＝｛ｐ’１×Ｄ１+ｐ’２×Ｄ２+・・・+ｐ’ｍ×Ｄｍ｝×ｋ 
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 Ｓ  ：スライド額 
 Ｓ’ ：スライド額（税抜き）（千円未満切り捨て） 
 Ｍ   ：価格変動後の（１）の工事材料の金額 
 Ｍ   ：価格変更前の（１）の工事材料の金額 
 ｐ ：設計時点における各対象材料の単価 
 ｐ’：３．の規定に基づき算定した価格変更後における各対象材料の単価 
 Ｄ ：４．の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量 
 ｋ ：落札率 
 Ｐ ：１．に規定する契約代金額 

（２）燃料油を除く品目（以下「鋼材類等」という。）については、乙が各対象材料を実際に

購入した際の合計した金額（消費税相当額を含む。）を算定し、これら実際の購入金額が

（１）のＭ   を下回る場合にあっては、（１）の規定にかかわらず、（１）のＭ   に
代えて乙の鋼材類等の実際の購入金額を用いて、（１）の算式によりスライド額を算定す

る。 
（３）（２）の「乙が各対象材料を実際に購入した際の代金額」は、次に定めるとおりとする。 
① ５．の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が４．に規定する対象数

量以下である場合は、当該対象材料を乙が実際に購入した際の代金額。 
② ５．の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が４．に規定する対象数

量を上回る場合は、各対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、こ

れに乙が実際に購入した際の価格を乗じて得た金額。 
（４）スライド額の算定は、主要な工事材料に係る価格の変動分について行うものであり、 
材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うもので

はない。 
 
３．価格変動後における単価の算定方法 
（１）スライド額の算定に用いる価格変動後の各対象材料の単価（ｐ’）は、次に定めるとお 
りとする。 
① 鋼材類等 
  各対象材料を現場に搬入した月の実勢価格（対象材料を複数の月に現場へ搬入した 
 場合にあっては、各搬入月の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格。 
 ここにいう「実勢価格」とは、当該月に対する最新の「三重県設計単価表」によるも  
 のとし、記載のないものについては「物価資料」掲載価格）とする。 
② 燃料油 
  工期の始期が属する月から工期末が属する月の前月までの間において、「三重県設計 
 単価表」 をもとに、各対象材料の単価が適用される日数を加重平均して算定した単価 
 とする。 

（２）鋼材類等に規定する各対象材料の搬入又は購入 (以下「搬入等」という。) の月及び 
数量は、契約約款第 13条第２項による工事材料の検査又は確認の際に把握された月及 
び数量とし、当該検査又は確認の際に搬入等の月及び数量が把握されていない対象材料 
があるときは、別途の方法で把握した搬入等の月及び数量とする。 
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４．対象数量の算出方法 
（１）スライド額の算定の対象とする数量（Ｄ）（ 以下「対象数量」という。）は、各対象材
料ごとに、次に掲げる数量とする。 
① 設計図書（営繕工事にあっては、工事仕様書。以下同じ。）に記載された数量がある 
 ときは、当該数量 
② 数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあっては、甲の設計数量 

（２）契約代金の部分払をした工事にあっては、６．に定めるところにより単品スライド条

項の適用対象とすることができる旨を通知した場合を除き、（１）に規定する数量から、

部分払の対象となった出来形部分等に係る数量を控除する。 
 
５．搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する乙への確認 
（１）乙が単品スライド条項の適用を請求したときは、乙に対し、乙が鋼材類等の各対象材

料を実際に購入した際の価格 （数量及び単価）、購入先、当該対象材料の搬入等の月を
証明する書類の提出を求めるものとする。 

（２）乙が（１）の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について（１）

に規定する事項を確認できない場合には、当該対象材料は、単品スライド条項の対象と

はしないものとする。 
 
６．部分払時の取扱い 

契約約款第 37 条第３項に基づき、契約代金の部分払を行うに当たり、対象材料の価格
変動に伴って、当該工事の契約代金額が不適当となるおそれがあると認めるときは、甲又

は乙の求めに応じ、別途定める様式により、甲又は乙は部分払の対象となった出来形部分

等についても単品スライド条項の協議の対象とすることができる旨を通知するものとす

る。 
７．部分引渡し 

契約約款第 38 条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡し
に係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。 

 
８．契約代金額の変更手続 
（１）単品スライド条項に基づく契約代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期（部分

引渡しに係る工事部分の残工期を含む。）が 2 月以上ある場合に限り、これを行うこと
ができることとする。 

   ただし、周知期間を考慮した緩和措置として、工期末が平成２０年１２月１５日以前

の工事は工期内であれば平成２０年１０月１５日までに請求できるものとする。 
（２）（１）に規定する請求があったときは、契約約款第 25条第 8項の規定に基づき、乙の

意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を「工期末から 45 日前の日」を
基本とし、これを（１）の請求があった日から７日以内に乙に通知するものとする。 

（３）この通知に基づく契約代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。 
 

 



附 則 
この運用基準は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別 表 

 

  品 目 名 該当工事材料 

鋼 材 類 
鉄筋、形鋼、矢板、鋼管（杭）、ダクタイル鋳鉄管、

ボルトナット、鉄線、鉄網等鉄製品 

燃 料 油 軽油、ガソリン、混合油、重油 

その他金属類 
ステンレス製品、アルミニウム製品、銅製品等非鉄金

属製品 

その他石油製品 合成ゴム等石油製品、瀝青系資材等 

コンクリート類 生コンクリート、セメントモルタル、セメント 

アスファルト類 加熱アスファルト混合物、アスファルト乳剤等 

コンクリート製品類 
Ｕ字溝、Ｌ形側溝、ボックスカルバート 
コンクリート擁壁、その他ＰＣ製品等 

石 材 類 
砕石、砂(再生材を含む)、捨石、栗石、張り石 
山土等 

木 材 類 角材、木杭、横矢板等木製品 

合成樹脂類 
硬質塩化ビニル管、一般用ポリエチレン管等合成樹脂

製品 

タイル類 内外装タイル、床タイル等 

ガラス類 フロートガラス、強化ガラス等 

内装ボード類 石こうボード、岩綿吸音板、けい酸カルシウム板等 

 


